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通所介護サービス重要事項説明書 

＜令和 8年 3月 1日＞ 

 

１． 鏡島弘法前ケアセンターが提供するサービスについての相談窓口 

電話 ０５８－２５１－９０６２（午前８：４５～午後５：００まで） 

担当 生活相談員 

ご不明な点は、お気軽におたずねください。 

 

２． 当法人 

   

 名     称 医療法人社団 久誠会 

 所  在  地 岐阜市鏡島精華３丁目１７－５ 

 電 話 番 号 ０５８－２５１－９０３８ 

 代 表 者 名 理事長  三浦 宜久 

 

３． 事業所の概要 

  

事業所の種類 指定通所介護サービス 

平成 16年 2月 1日 

事業所番号 ２１７０１０２８８９ 

事業所の目的 要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り 

その居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活 

を営むことができるよう、日常生活上のお世話及び機能訓練等 

を行うことにより、利用者の心身の機能回復、維持を図る。 

事業所の名称 鏡島弘法前ケアセンター＜通所介護サービス＞ 

事業所の所在地 岐阜市鏡島中２丁目９番１３号 

電話番号 ０５８－２５１－９０６２ 

管理者氏名 小川 友美 

開設年月日 平成 16年 2月 

利用者定員 30名 

 

４． 事業実施地域及び営業時間 

 

事業の実施地域 岐阜市・瑞穂市・本巣市 

営業日・営業時間 月～土曜日 ９：１５～１６：１５（日曜定休、年末年始休み） 
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５． 職員の配置状況 

当事業所では、ご利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の

職種の職員を配置しています。 

＜主な職員の配置状況＞職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 常 勤 非常勤 計 

管理者 １名  １名 

生活相談員 １名  １名 

看護職員 １名 １名 ２名 

介護職員 ７名 １名 ８名 

機能訓練指導員 ２名  ２名 

理学療法士など  非専従 ２名 ２名 

 

６．事業所が提供するサービス 

当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて 

（１） 利用料金が介護保険から給付される場合 

（２） 利用料金の金額をご利用者に負担いただく場合 

があります。 

 

（１） 介護保険の給付の対象となるサービス 

  以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常 9割、又は 8割、7割）が介護保

険から給付されます。 

 ＜サービスの概要＞ 

① 入浴 

・ 入浴又は清拭を行います。車椅子の方でも機械浴槽を使用して入浴することがで

きます。 

 

② 排泄 

・ ご利用者の排泄の介助を行います。 

 

③ 個別機能訓練 

・ 機能訓練指導員が、ご利用者の心身等の状況に応じて、個別の機能訓練実施計画

を策定し、これに基づきサービスの提供を行います。 

 

④ 送迎サービス 

・ ご利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行いますが、この料

金は基本単価に含まれています。但し、通常の事業実施地域外からのご利用の場

合は、交通費実費をご負担いただく場合があります。（1キロあたり 20円） 
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＜サービス利用料金（1回あたり）＞ 

 下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険 

給付額を除いた金額（自己負担分）をお支払い下さい（上記サービスの利用料金は、ご利

用者の要介護度に応じて異なります）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ADL維持等加算は、ⅠまたはⅡのうち、どちらか該当する一方のみの算定です。 

 

【１ヶ月の利用料金＜予定＞(Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)     合 計       円】 

 

《内訳》   

 【保険分】 

・利用単位数          単位  ×   回 ＝          単位…Ａ 

 ・介護職員等 

処遇改善加算Ⅰ  上記単価(A)  × ９．２％  ＝           単位…Ｂ 

                 合 計 (Ａ＋Ｂ)         単位…Ｃ 

 ・地域区分 6級地 (1単位＝10.27円) 上記単位(Ｃ) × 10.27＝       円…Ｄ 

・保険請求額 (Ｄ)       円  × 90・80・70％ ＝        円…Ｅ 

・利用者一部負担金    (Ｄ－Ｅ)         合 計         円…Ｆ 

 

【実費分】 

・食事        ７５０円  ×    日   ＝          円…Ｇ 

・おやつ代      １００円  ×    日   ＝          円…Ｈ 

・その他、散髪代や行事参加費などが掛かる場合があります。 

サービス 

利用料金 

9:15～15:15 

(６～７時間) 

9:15～16:15 

(７～８時間) 
利用単位数 

要介護１  584単位  658単位   単位 

要介護２  689単位  777単位 単位 

要介護３  796単位  900単位 単位 

要介護４  901単位 1,023単位 単位 

要介護５ 1,008単位 1,148単位 単位 

ｻｰﾋﾞｽ提供 

体制加算Ⅰ 

入浴 

加算Ⅰ 

個別機能 

訓練加算Ⅰ2 

個別機能 

訓練加算Ⅱ 

生活機能向上 

連携加算Ⅱ2 

ADL維持等 

加算Ⅰ・Ⅱ 

科学的介護 

推進体制加算 

２２ 

単位 

（1回に 

  つき） 

４０ 

単位 

（1日に 

つき） 

７６ 

単位 

（1日に 

つき） 

２０ 

単位 

（1月に 

   つき） 

１００ 

単位 

（1月に 

  つき） 

３０・６０ 

単位 

（1月に 

つき） 

４０ 

単位 

（1月に 

つき） 
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☆ まだ要介護認定を受けていないご利用者の場合には、サービス利用料金の全額（10割）

をいったんお支払いいただきます。その場合、要介護の認定を受けた後、自己負担額を

除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成

されておらず償還払いとなる場合は、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要とな

る事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆ ご利用者に提供する食事の材料に係わる費用は別途いただきます（以下（２）①参照）。 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負

担額を変更します。 

 

 

（２） 介護保険の給付対象とならないサービス 

  以下のサービスは、利用料金の金額がご利用者の負担となります。 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

① 食事の提供 

料金：昼食代 1食 750円   おやつ代 1回 100円 

② 複写物の交付 

ご利用者は、サービスの提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必

要とする場合には実費をご負担いただきます。 

③ 日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する実費で、ご利用者に負担いただ

くことが適当であるもの（おむつ等）にかかる費用を負担いただきます。 

☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更すること

があります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 1ヶ月

前までにご説明します。 

 

 

（３） 利用料金のお支払い方法 

   前記（１）、（２）の利用料金は、毎月 10 日以降に前月分の請求書を発行しますの

で、現金の場合は、その月の 20日までにお支払いください。口座振替の場合は、毎月

23日（土日祝日にあたる場合は、その翌営業日）が口座振替日となります。お支払い

頂きますと領収書を発行いたします。 

 

 

（４） 利用の中止、変更、追加 

○ 利用日の前に、ご利用者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更も

しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの

利用予定日の前日までに事業所に申し出てください。 
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○ 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

場合、取消料として下記の料金をいただく場合があります。ただし、ご利用者の体

調不良等、正当な理由がある場合には、この限りではありません。 

 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無  料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 食 事 代 

 

○ サービスの利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご利用者     

の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご利用者に

提示して協議します。 

 

 

７．苦情の受付について 

 

鏡島弘法前ケアセンター 

相談窓口 生活相談員 

受付時間 ８：４５～１７：００ 

電話番号 ０５８－２５１－９０６２ 

FAX番号 ０５８－２５１－９０６８ 

岐阜市役所 

機関名 岐阜市介護保険課 

受付時間 平日（月～金） ８：４５～１７：３０ 

電話番号 ０５８－２６５－４１４１ 

FAX番号 ０５８－２６７－６０１５ 

岐阜県 

国民健康保険団体連合会 

機関名 国保連合会 介護・障害課苦情相談係 

受付時間 平日（月～土） ９：００～１７：００ 

電話番号 ０５８－２７５－９８２６ 

FAX番号 ０５８－２７５－７６３５ 

 

 

８．事故発生時の対応 

 

（１）事故発生時には、速やかに警察署、消防署、医療機関、利用者の家族に連絡をします。 

   事故発生時の情報を収集すると共に、必要に応じて発生現場を保存します。 

 

（２）市福祉事務所に連絡します。県庁担当課（室）や県福祉事務所が行なう、現場確認、

聞き取り、特別監査等に協力するとともに、再発防止に努めます。 
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９. 第三者評価の有無について 

  ※ 当事業所は、第三者評価を行っておりません。 

 

 

１０．虐待防止のための措置 

① 事業所は、高齢者の生活の質の向上・改善と尊厳をもって暮らせるように、具体的

な虐待防止マニュアルを作成し、虐待防止に向けた取り組みを徹底します。 

② 事業所は、高齢者虐待防止に向けた対策を検討する委員会を設置し、虐待防止のた

めの指針、具体的施策の策定および実施状況の確認を行います。また委員会は定期

的に開催され、その結果を事業所内で共有し、必要に応じて改善措置を講じます。 

③ 事業所は高齢者虐待を防止するため、明確な指針を整備し、職員に周知を行います。

指針には、虐待の予防措置、発生時の対応方法、報告体制など、具体的な対応策を

含めます。また、定期的に見直しを行い、社会的な変化や法改正に対応できるよう

にします。 

④ 事業所は、介護職員に対し、高齢者虐待防止に関連する研修を定期的に実施します。

研修の内容には、虐待の種類、兆候、予防策、発見時の対応方法、関係機関との連

携方法を含みます。研修の実施状況については、記録を残し、その後の評価と改善

に活用します。 

⑤ 事業所は、虐待防止施策を実施するための担当者を設置し、その職務を明確に行い

ます。担当者は、虐待防止に関する施策の実行、効果の評価、職員への指導及び助

言を行い、適切な対応を確保します。また、虐待に関する相談や通報を受ける窓口

を設け、問題が発生した際には速やかに対応を行う責任を負います。担当者は、定

期的にその業務の進捗状況を報告し、改善が必要な場合には対応策を講じます。 

 

 

１１．身体拘束等の適正化 

① 事業所は利用者の尊厳を尊重し、身体拘束等の適正化を推進することを目的としま

す。利用者の自由と人権を最優先に考え、身体拘束の回避を図りつつ、必要に応じ

て以下の適切な対応を行います。 

② 環境整備や機能訓練を通じて身体拘束を避け、利用者の自由な移動を促進します。

ケアプランを個別に作成し、必要に応じて定期的に見直しを行います。また、身体

拘束等の適正化の委員会を３か月に１回実施、検討を行います。 

③ 身体拘束を行う際は、医師の指示と家族の同意を得たうえで実施し、最小限に抑え

ます。拘束は必要に応じて解除し、その後の評価も行います。 

④ 身体拘束の実施後は、理由や方法、解除時期などを詳細に記録し、管理者に報告し

ます。定期的にその必要性を再評価し、記録として残します。 

⑤ 職員には身体拘束回避の方法や倫理的配慮に関する研修を定期的に実施します。個

別対応技術を向上させ、適切なケアの提供を目指します。 
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１２．禁止行為 

 ① 当施設内では、多くの方に安心してサービスをご利用していただくために、利用者の

「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 ② 職員に対する身体的暴力（殴る、蹴る、物を投げる、刃物を向ける、服を引きちぎる、

手を払いのけるなど）は禁止します。 

③ 職員に対する精神的暴力（怒鳴る、奇声・大声を発する、対象範囲外のサービスの強

要など）は禁止します。 

④ 職員に対するセクシャルハラスメント（意に沿わない性的な誘いかけ、介護者の身体

を触る、手を握る、腕を引っ張り抱きしめる、性的な話をしたり卑猥な言動をしたりす

るなど）は禁止します。 

⑤ その他、職員や他者の個人情報を求める、ストーカー行為をする、過大な要求・理不

尽な要求をするなどは禁止します。 
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利用時リスク説明書 

 
  ご利用者が快適に通所介護サービスを利用できますように、安全な環境づくりに努めて

おりますが、ご利用者の身体状況や病気に伴う様々な症状が原因となり、下記の危険性が

伴うことを十分にご理解ください。このことは、ご自宅でも起こりうることですので、十

分ご留意いただきますようお願い申し上げます。なお、説明でわからないことがあれば、

遠慮なくお尋ねください。 

 

□ 歩行時の転倒、ベッドや車椅子からの転倒等による骨折・外傷・頭蓋内損傷のお

それがあります。 

□ 当事業所は、原則的に拘束を行わないことから、転倒・転落による事故の可能性

があります。 

□ 高齢者の骨はもろく、通常の対応でも容易に骨折する恐れがあります。 

□ 高齢者の皮膚は弱く、少しの摩擦でも表皮剥離ができやすい状況にあります。 

□ 高齢者の血管はもろく、軽度の打撲であっても、皮下出血ができやすい状況にあ

ります。 

□ 加齢や認知症の症状により水分や食べ物を飲み込む力が低下します。誤嚥・誤飲・

窒息の危険性が高い状態にあります。 

□ 高齢者であることにより脳や心臓の疾患等で、急変・急死されることもあります。 

□ 利用者様の全身状態が急に悪化した場合、当事業所配置看護職員の判断で緊急に

病院へ搬送を行うことがあります。緊急と判断し、救急搬送にて病院受診をした

結果、幸いにして軽微である場合がありますが、現場の判断は救命を最優先とい

たしますので、予めご了承ください。 

□ 感染症マニュアルに基づいてサービスを提供していますが、限られたスペースで

飲食や活動を行うので、ご利用者様や職員ともに感染症が広がるリスクが高いこ

とは否定できません。その都度、消毒等は徹底していきますが、感染力が強いも

のがありますので、ご利用者様とご家族様のご理解とご協力をお願いいたします。 

□ ご利用者様の体調不良等を除き、準備等ができていない場合、他ご利用者様にご

迷惑をかけてしまいますので、可能な限り、時間をずらし再度お迎えに上がりま

す。 
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個人情報同意書 

 

   私（利用者及びその家族）の個人情報については、次に記載するところにより必要 

  最小限の範囲内で使用することに同意します。 

 

記 

１． 使用する目的 

（１） 利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するため

に実施されるサービス担当者会議、介護支援専門員と事業所の連絡調整に

おいて必要な場合。 

（２） 医療上緊急の必要性がある場合。 

（３） 緊急時下での行政機関等への情報開示が必要になった場合。 

 

  ２. 使用する事業者の範囲 

     居宅介護支援事業所、介護保険サービス及び介護保険外サービス事業所の担当

者、主治医や医療機関の担当者、行政機関や民生委員などの関係機関の担当者

（ただし、サービス提供に協力が必要な関係者に限る） 

 

  ３. 使用する期間 

     契約で定める期間 

 

  ４. 条件 

    （１）個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外のものに

漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

    （２）個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと。 

  



10 

令和   年   月   日 

 

 指定通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき「重要事項説明書」・「利用

時リスク説明書」・「個人情報同意書」の説明を行いました。 

 

         事業所 

 

          ＜所 在 地＞  岐阜市鏡島中２丁目９番１３号 

          ＜事業所名＞  医療法人社団 久誠会 

                      鏡島弘法前ケアセンター 

 

          ＜説 明 者＞                    印 

 

 

 私は、本書面に基づいて事業所から「重要事項説明書」・「利用時リスク説明書」・「個人

情報同意書」の説明を受け、指定通所介護事業所のサービスの提供開始に同意しました。 

 

         利用者 

 

          ＜住  所＞ 

 

          ＜氏  名＞                    ㊞ 

 

          

 

代理人 

 

          ＜住  所＞ 

 

          ＜氏  名＞                    ㊞ 


